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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
患者の視野を分析するための装置であって、
　表示面と、
　該表示面上の様々な場所において刺激を生成する視覚的刺激システムと、
　視覚的刺激の該患者の知覚に関するデータを収集するための応答検出システムと、
　前記装置に動作可能に取付けられ、該患者の屈折異常を補正するための可変屈折補正光
学部品と、
　前記可変屈折補正光学部品に動作可能に接続されたプロセッサであって、患者の屈折異
常の値を受信して、該屈折異常の値に応じて前記可変屈折補正光学部品を自動的に調整し
て患者の屈折異常を補償する前記プロセッサと
　を備える装置。
【請求項２】
前記可変屈折補正光学部品が、互いに並進または回転させることによって屈折力に変化を
生じさせるように構成されている２以上の位置合わせされた透過性プレートを含む、請求
項１に記載の装置。
【請求項３】
前記可変屈折補正光学部品が、－１０ディオプトリから＋１０ディオプトリに及ぶ屈折補
正の連続的範囲を提供する、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
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屈折補正の範囲を拡張する１つまたは複数の補助レンズを更に備え、前記補助レンズと組
み合わされた前記可変屈折補正光学部品が好ましくは－２０ディオプトリから＋２０ディ
オプトリに及ぶ屈折補正の連続的範囲を提供する、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
前記補助レンズが球形の屈折補正をもたらすか、または前記補助レンズが円筒形の屈折補
正をもたらす、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
前記補助レンズの存在および向きの一方または両方を決定するための識別手段を更に備え
ている、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
装置によって設定されている正確な屈折補正を保証するフィードバック・システムを更に
備えている、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
前記可変屈折補正光学部品に対する目の位置と、装置自体を移動させることなく患者の目
に対して前記可変屈折補正光学部品を再位置決めするモータによる調整とをモニタするた
めの手段を更に備えている、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
患者の視野を検査するための装置であって、
　表示面と、
　前記表示面上の様々な場所において刺激を生成する視覚的刺激システムと、
　視覚的刺激の該患者の知覚に関するデータを収集するための応答検出システムと、
　前記装置に動作可能に取付けられ、該患者の連続的可変屈折補正を提供する可変屈折補
正光学部品と、
　前記可変屈折補正光学部品に連結され、屈折力を調整するアクチュエータと、
　前記アクチュエータに動作可能に接続されたプロセッサであって、患者の屈折異常の値
を受信して、該屈折異常の値に応じて屈折補正を自動的に調整して患者の屈折異常を補償
する前記プロセッサと
を備える装置。
【請求項１０】
前記屈折補正の範囲を拡張する１つまたは複数の補助レンズを更に備えている、請求項９
に記載の装置。
【請求項１１】
前記補助レンズが円筒形の屈折補正をもたらすか、あるいは前記補助レンズが球形の屈折
補正をもたらす、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
前記補助レンズの存在および向きの一方または両方を決定するための識別手段を更に備え
ている、請求項１０または１１に記載の装置。
【請求項１３】
装置によって設定されている正確な屈折補正を保証するフィードバック・システムを更に
備えている、請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
前記可変屈折補正光学部品に対する目の位置と、この装置自体を移動させることなく患者
の目に対して前記可変屈折補正光学部品を再位置決めするモータによる調整とをモニタす
るための手段を更に備えている、請求項９に記載の装置。
【請求項１５】
前記可変屈折補正光学部品は、連続的に調整可能な軸を有する円筒形屈折光学部品を含む
か、あるいは前記可変屈折補正光学部品は、個々に連続的に調整可能な軸を有する２つの
円筒形屈折光学部品を含む、請求項９に記載の装置。
【請求項１６】
屈折異常の値は、患者データベースまたは記録システムからネットワークを介して受信さ
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れる、請求項１または９に記載の装置。
【請求項１７】
前記可変屈折補正光学部品が液体レンズを含む、請求項１または９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　一般に、本発明の様々な実施形態は、視野検査の分野に関する。更に詳しくは、本発明
は、視野検査の信頼性を高め、器具使用の容易性を向上させ、そして患者の快適性を改善
するため、視野計またはそれ以外の視野検査装置における屈折異常を補正する改善型の手
段に関する。
【背景技術】
【０００２】
　視野検査で信頼性の高い結果を達成するには、患者の屈折異常を補正することが重要で
あるが、その理由は、屈折ブラー（refractive blur）が視野刺激に対する視覚感度を低
下させるからである。今日では、屈折異常を１ディオプトリ以内まで縮小するのが標準的
な慣行であり、それにより、ゴールドマン・サイズＩＩの刺激を用いて検査を行うとき、
１デシベル未満の視覚の丘部分の低下が生じうる（例えば非特許文献１を参照のこと）。
標準的な一組の検眼レンズを用いることが、患者の屈折異常を補正する一般的に用いられ
ている方法である。視野測定のオペレータは、その患者に対してそれまでに決定された屈
折値に基づき、レンズを選択し患者の視線に挿入する。全患者の大きな割合が、近視、遠
視または老視のために、このような補正を必要とする。一組の検眼レンズは、ほとんどの
臨床の現場において利用可能ではあるが、視野検査の際に、屈折ブラーを縮小する面倒で
時間を要する方法を提供することになる。
【０００３】
　また、検眼レンズには、視野検査の信頼性を低下させる多数の欠点が付随する。検眼レ
ンズの「リム・アーティファクト（rim artifact）」とは、検眼レンズのフレームが視野
の一部をブロックすることであるが、経験の少ない臨床医によって実際の視野の欠損と混
同されることがありうる。正確な検眼レンズを選択する際の間違いにより、視野の全体的
な縮小が生じる可能性がある。更に、患者の快適性が検眼レンズの使用によって低下する
ことがしばしばあり、診療の現場での全体的な業務フローが著しく減速する。
【０００４】
　したがって、視野検査の信頼性を向上させ、患者の快適性を高め、そして検眼レンズの
使用に伴う誤差や生じうる間違いを減少させるための方法および装置を提供することが、
本発明の全体的な目的である。更に、本発明は、診療所の作業フローおよびスループット
を改善する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】アンダーソン　ディー　アールら（Ａｎｄｅｒｓｏｎ　Ｄ．Ｒ　ｅｔ　
ａｌ）Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｓｔａｔｉｃ　Ｐｅｒｉｍｅｔｒｙ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉ
ｔｉｏｎ　１９９９：　Ｍｏｓｂｙ　Ｉｎｃ．
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、患者の屈折異常を補正するためのシステムを含み、例えば、患者の視野で与
えられた刺激への患者の応答を測定する視野計などの装置と組み合わせて用いられる。こ
のシステムは、視野測定システムと共に用いられる可変屈折補正光学部品を含む。レンズ
・デバイスの屈折力は、患者の屈折異常を補正する態様で調整可能であり、患者の視野の
検査される領域内における視覚刺激の鮮明な画像を患者に提供する。
【０００７】
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　更に、本発明は、患者の屈折状態を、器具、器具オペレータ、または、ＥＭＲもしくは
それ以外の患者データベースから自動的に取得または読み出す（retrieve）する方法を含
む。この方法は、また、患者の屈折異常を計算する手段と、屈折異常を解消するのに必要
な屈折力を計算する手段と、要求される屈折力までレンズ装置を自動的に調整する手段と
を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態のブロック図。
【図２】様々な屈折力の検眼レンズを含む回転可能なホイールを用いた可変屈折補正の一
実施形態の図。
【図３】本発明の一実施形態で用いられうる液体レンズの図。
【図４】本発明の一実施形態で用いられうるアルバレズ（Ａｌｖａｒｅｚ）レンズ・シス
テムの図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　上述したように、一組の検眼レンズの使用は、視野検査の間に患者の屈折異常を補正す
ることに関して著しい短所を有する。ここで説明される発明は、視野検査用器具と組み合
わせて用いられる患者の屈折異常を補正するためのシステムを含む。そのような視野検査
用器具の一例が、カール・ツァイス・メディテック社（Ｃａｒｌ　Ｚｅｉｓｓ　Ｍｅｄｉ
ｔｅｃ）［米国カリフォルニア州ダブリン（Ｄｕｂｌｉｎ）所在］によって販売され、本
願明細書に援用する米国特許第５，３２３，１９４号に記載されているＨＦＡである。Ｈ
ＦＡは、視野検査のためのゴールド・スタンダードであり、光のパターンをその上に投影
することができる半球の半分の「ボウル」で構成されている。複数の場所の範囲上でのこ
れらの検査刺激に関する患者の知覚は、患者の注視が単一の場所の上で固定されている間
に解析される。この可変屈折補正システムは、例えば、直接投影視野計または視野もしく
は視覚機能を測定することができる他のデバイスなど、他のタイプの視野計にも応用が可
能であった。
【００１０】
　好適な実施形態では、可変屈折補正光学部品は、固定されたまたは移動可能のいずれか
の態様で視野計の前面に取り付けられるが、視野計自体の中に内蔵されることも可能であ
る。いずれの場合でも、可変屈折補正をもたらすレンズ・デバイスは、視野の中心領域が
検査されていないときには取り外すことができ、それによって視野の他の領域における検
査が可能になる。最も基本的な意味で、本発明は、図１に示されているような視野検査デ
バイスと組み合わされた屈折力を変動させる手段を備えたレンズ・デバイスを組み込んで
いる。この器具は、この場合には視野検査画像の投影のためのボウル１０４である表示表
面またはデバイスと、眼の位置と注視とに関する情報（例えば、頂点位置、瞳孔位置、お
よび注視の方向）を収集するカメラ１０５と、患者１０２の眼と視野計との間に位置決め
され、ホルダ１０６を通じて視野計に取り付けられた可変屈折補正光学部品１０１と、様
々な刺激の患者による知覚を測定するための応答検出システム１０７とから構成される。
プロセッサ１０３は、他の機能の中でもとりわけ、検査結果を解析するためのデバイスと
インターフェースし、自動化された調整の場合には可変屈折補正光学部品を制御し、カメ
ラとインターフェースする。表示デバイスは曲面状または平坦でよく、刺激は、光源（Ｌ
ＥＤ、ＯＬＥＤなど）の順投影、逆投影、または直接照射を含む任意の数の構成での表示
が可能である。応答検出システムは、他の選択肢もあるが、患者によって押下されるボタ
ン、または、患者の可聴的な応答を記録する手段でありうる。
【００１１】
　可変屈折補正光学部品については、様々な異なる実施形態を想像することができる。以
下では、３つの実施形態について説明を行う。当業者であれば、本発明の範囲に属する他
の例を考察することは容易であろう。
【００１２】
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　調整可能な組の検眼レンズ
　本発明のある実施形態では、可変屈折補正光学部品は、回転ホイールや複数のホイール
など調整が容易な態様で、１つまたは複数の組の検眼レンズを組み合わせることにより、
実現することが可能である。なお、この回転ホイールや複数のホイールは、視野検査機器
の中に容易に一体化することができる。十分に細かな調整ステップを備えており、十分に
広い範囲の屈折補正を達成するためには、２つまたはそれより多くのレンズ・ホイールが
好ましい。図２に概略的に図解されているように、患者２０３の目の前で、１つのホイー
ル・タイプ装置２０１に搭載された選択された組の検眼レンズからの１つのレンズ２０４
と、第２のホイール・タイプ装置２０２に搭載された第２の組の検眼レンズからの第２の
レンズ（図示せず）とを組み合わせることによって、多数の屈折力を達成することができ
る。例えば、それぞれのホイールが６つのレンズを有している場合には、３６の異なる値
が可能である。ホイール１が－１．５、－１、－０．５、０、＋０．５、＋１Ｄの値を有
し、ホイール２が－９、－６、－３、０、＋３、＋６Ｄを有する場合には、０．５Ｄのス
テップを有する－１０．５Ｄから＋７までの値を実施することが可能になる。この例では
２つの別個の組のレンズが含まれているが、より多くの組のレンズの組に拡張することは
容易にできる。広い範囲の屈折力に及ぶように、このようにしてレンズ要素を組み合わせ
ることの別の効果として、そのようなデバイスは、軸方向に関して非常に僅かな空間しか
占有しないことがある。
【００１３】
　一組の検眼レンズは、射出成形されたプラスチック製のホイールに取り付けることがで
きる。このホイールには、レンズ、ベアリング、およびギアまたはホイールを回転させる
ための類似の機構が収納されている。レンズを回転の中心から更に離れる方向に移動させ
ることにより、顔の外形とレンズ・システムとの間の重なりを縮小することができる。あ
るいは、検眼レンズをベルトの上に配置し、用いられないレンズを患者から遠くに移動さ
せることができる。これ以外の実施形態を、当業者であれば、容易に想到することができ
る。レンズは、手動で位置決めするために回転させることができ、または、患者のために
自動的な屈折補正が提供されるように、モータ２０５を用いて回転させることも可能であ
る。
【００１４】
　調整可能な態様で構成された搭載された複数組の検眼レンズを用いるというこの方法は
、単一のレンズを光軸に沿って並進運動させて屈折異常を補償する米国特許第５，０２４
，５１９号に記載されている方法とは、著しく異なっている。
【００１５】
　液体レンズ
　図３に図解されているレンズ・システムの第２の実施形態においては、可変屈折補正を
もたらすために、液体レンズが用いられる。液体レンズは、典型的には、特定の屈折率を
有するある容積の液体３０３が封入された１つまたは２つの透明で可撓性の膜３０１、３
０２で構成される。様々な液体レンズが文献に記載されてきた。連続的に調整可能であり
、２５～５０ディオプトリまでの正または負の屈折力が示されてきた（例えば、本願明細
書に援用するｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｏｌｏｃｈｉｐ．ｃｏｍおよびレン他（Ｒｅｎ　
ｅｔ．　ａｌ）による“Ｖａｒｉａｂｌｅ－ｆｏｃｕｓ　ｌｉｑｕｉｄ　ｌｅｎｓ　ｂｙ
　ｃｈａｎｇｉｎｇ　ａｐｅｒｔｕｒｅ”　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔ
ｅｒｓ　８６：２１１０７　２００５を参照のこと）。アクチュエータが液体の容積の分
布を変更し、図３（ｂ）および３（ｃ）に図式的に示されているレンズの屈折力を調整し
て、凸および凹レンズをそれぞれ生じさせる。この場合、矢印３０４および３０５によっ
て示されているように、レンズの周辺に圧力が印加または解放される。容積の変化は、環
状の密封リングの半径を調整することによって、レンズの周辺部を圧搾または解放するこ
とによって、またはレンズのプロファイルもしくは液体の容積を変更する他の方法によっ
て、手動または器具による自動のいずれかで、達成されうる。視野測定のための液体レン
ズは、典型的には、患者を±３０°の視野の範囲内で検査できることを保証する３６ｍｍ
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のクリア・アパーチャを有しうる。この範囲は、典型的には、－１０～＋１０ディオプト
リであるが、例えば、多数の近視または遠視の人口をターゲットにするために、レンズを
用いて範囲をオフセットすることが可能である。液体レンズは、また、円筒形の補正をも
たらすのにも用いることができる。
【００１６】
　アルバレズ・レンズ（Ａｌｖａｒｅｚ ｌｅｎｓ）
　可変レンズ・システムの第３の実施形態では、異なる形状の２または３以上の透過性プ
レートが、光軸の垂直方向に平行移動されるか、または、軸を中心にして回転されて、屈
折力を変化させる。そのようなシステムの例として、アルバレズレンズ・システムがある
。このレンズ・システムは、１９６０年代にルイス　ダブリュー　アルバレズ（Ｌｕｉｓ
　Ｗ．　Ａｌｖａｒｅｚ）によって発明され（本願明細書で援用する米国特許第３，３０
５，２９４号を参照のこと）図４に図解されているが、それぞれのプレートが平坦であり
表面が特定の２次元多項式の形状を有する２つの透過的なプレート４０１、４０２で構成
されている。２つのプレートが相互に対して平行に並進運動をすることにより、例えば、
図４（ａ）および（ｂ）に球形および／または円筒形に図解されているように、屈折力に
変化が生じる。透過的なプレートを相互に対してシフトさせるか、または回転させること
で球形および円筒形の屈折力に変動を生じさせるという一般原理を組み入れたレンズ・シ
ステムについては、様々な実施形態が当業者に知られている。滑らかな屈折表面の代わり
に、または、滑らかな屈折表面に加えて、これらの透過的なプレートは、回折またはフレ
ネル表面を有することもありうる。
【００１７】
　最近までは、アルバレズ・タイプのレンズを製造するのは困難で高価であったが、レン
ズ設計および射出成形技術の最近の発展により、これらの問題のほとんどが解決された。
視野検査の間の屈折異常を補正する自動的な調整と共にアルバレズ・タイプのレンズを用
いることは、効果的である。レンズの屈折力は、一方の透過的なプレートを他方に対して
シフトさせる小型のモータ付きの並進運動段を用いて、容易に調整される。プレートは、
上述したものに対して直交する方向に移動されると、可変円筒形レンズを生じることがで
きる。相互に対して９０°に配置されているこれらの一対の可変円筒形レンズは、患者の
乱視を補正するのに要求される円筒形の屈折力と角度とを提供するために用いることがで
きる。したがって、患者の乱視の補正は、透過性プレートの一方を他方に対して２つの直
交する軸方向にシフトさせる１対のモータによって自動的に提供されうる。
【００１８】
　視野測定システムの内部において可変屈折補正をもたらす追加的な技術は、液晶、強磁
性流体、ホログラム、またはエレクトロウェッティングに基づくレンズを用いることを含
むことができる（例えば、チャン、エイチ　シー他（Ｃｈｅｎｇ，　Ｈ．－Ｃ．　ｅｔ　
ａｌ）　Ａｄａｐｔｉｖｅ　ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ－ｗｅｔｔｉｎｇ　ｌｅｎｓ　ａｃｔ
ｕａｔｅｄ　ｂｙ　ｆｅｒｒｏｆｌｕｉｄｓ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎｓ，　２８４（８）　２１１８－２１２１　２０１１および米国特許出願公開第２００
４／００２１９１９号を参照のこと）。
【００１９】
　屈折異常補正の範囲の拡張
　以上の具体例の多くは、視野測定患者人口の非常に大きな割合に対して自動的に屈折異
常を補正するはずである。しかし、実質的にすべての患者がカバーされるように屈折補正
の範囲を拡張することが効果的である。これは、可変屈折補正光学部品の屈折力をオフセ
ットするための静的な補助レンズを追加するという半自動的な方法によって達成が可能で
あるが、例えば、±１０Ｄの液体レンズに－１０Ｄまたは＋１０Ｄを追加し、ステップの
大きさが０．２５Ｄ未満であり全体の範囲を－２０Ｄ～＋２０Ｄとすることによって、達
成されうる。０．２５Ｄずつのステップで構成される別個の検眼レンズを用いて同じ範囲
をカバーするには、１６０個のレンズが必要となるのに対し、本発明では、可変屈折補正
光学部品と２つの追加的レンズが必要とされるだけである。
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【００２０】
　更に、視野測定の患者のうちの僅かな割合は、球形の補正に加えて、円筒形の屈折補正
を必要とするが、これもまた、補助レンズによって可変レンズ・システムに追加すること
が可能である。結果的に、可変レンズ・システムと５～８のアドオン・レンズとを組み合
わせて追加的な球形および円筒形の屈折力を提供することにより、実質的にすべての視野
測定患者のために屈折異常を補正することが可能になる。これは、患者の屈折補正のため
に数百もの別個の検眼レンズを用いる現行のシステムと比較して、大きな効果であり費用
の節約である。
【００２１】
　補助レンズは、補助レンズを直ちに位置決めし、交換し、または可変屈折補正光学部品
から取り外すことを可能にする機械的または磁気的な手段により、可変屈折補正光学部品
に取り付けることができる。上述したように、検眼レンズを選択する際には、間違いが生
じることがあり、本発明によると検眼レンズの数を著しく減らすことができ、間違ったも
のを選択する可能性が低くなるが、どのレンズおよびレンズ度数が選択され、可変レンズ
に追加して配置されたのかを自動的に識別し、間違ったレンズが選択された場合にはオペ
レータに知らせることができると、効果的であろう。したがって、補助レンズには、例え
ば機械的、磁気的、電気的、光学的、または当業者に知られているそれ以外の手段を通じ
てそのホルダに配置されているときには、それ自体を視野測定システムに対して識別する
手段が備わっていることが好ましいであろう。例えば、現在のＨＦＡ視野計（図１におけ
る参照番号１０５であり、本願明細書に援用する米国特許第５，２２０，３６１号および
第５，４９１，７５７号に記載がある）における注視トラッキングに用いられている赤外
線カメラなどのカメラは、画像処理により、補助レンズまたはその補助レンズの縁に配置
されたマーキングを識別して、どのレンズが配置されたのか、そして、その補助レンズが
、視野測定検査を受ける特定の患者に適したレンズであるのか、を判断することができる
。マーキングは、実際のレンズ表面に存在する場合には、典型的にはカメラによって見ら
れるだけであって可視光に対しては透過的であるため、視野を遮ることによる患者の視野
検査への影響を与えることはない。更に、レンズまたはそのレンズの縁の上のマーキング
によってレンズのタイプおよび屈折力が識別されるだけでなく、そのマーキングにより、
選択された患者の屈折異常に対応する正しい角度向きで円筒形の補助レンズが配置されて
いるかどうかを識別することは、有利なことである。円筒形レンズの角度は、周辺の更な
る可視的マーキングを用いて手動での設定が可能であり、または、カメラによって提供さ
れるマーキングからのフィードバックを用いて手動で設定することが可能である。あるい
は、この角度は、角度測定デバイスからまたはマーキングからのフィードバックを用いて
、モータにより自動的に調整することが可能である。
【００２２】
　可変屈折力の円筒形レンズを作成する他の方法は、ストークス型セル（Ｓｔｏｋｅｓ　
Ｃｅｌｌ）を用いることである。これは、大きさが等しく逆の屈折力を有する２つの円筒
形レンズで構成される。一方が他方の上に配置され、それらの円筒軸が平行であるときに
は、それらはキャンセルされて、レンズは円筒形の屈折力を有さない。互いの円筒軸が９
０°の関係にあるように一方のレンズを他方のレンズに対して回転させると、これらのレ
ンズは、２つの軸の中間にある軸において最大の円筒形の屈折力を生じる。このようにし
て、乱視を補正するのに必要となるレンズの数は、２つにまで減らすことができる。可視
的なマーキングを用いると、レンズの屈折力を、装置から相互に対してレンズを回転させ
ることによって予め設定することができる。そして、そのレンズを、正確な軸を定義する
可視的なマーキングを用いて、球面レンズまたは検眼レンズ・ホルダに適用することがで
きる。別の実施形態では、レンズは、球面レンズまたは検眼レンズ・ホルダに予め取り付
けられ、カメラからのフィードバックを用いて回転される。この場合には、それぞれのレ
ンズの位置は、装置によって計算され、オペレータは、スクリーン上に提供されるフィー
ドバックに従って、それぞれのレンズを回転させればよいだけである。この工程の間にス
クリーンを便利に見ることができない場合には、第２の補助スクリーンの形式、ボウル上
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に投影された情報もしくは命令の形式の可聴的な情報、可変周波数、可変振幅、または当
業者になじみのある任意の他の手段のいずれかで、更なるフィードバックが提供されうる
。別の実施形態では、２つのレンズにはモータが取り付けられていて、カメラからのフィ
ードバックを用いて、計算されたレンズ位置を満たすようにそれぞれのレンズの正しい角
度を提供する。それぞれのレンズは、個別にモータを取り付けることができ、または、単
一のモータを用いて両方のレンズを移動させることも可能である。
【００２３】
　すべての場合に、患者が適切な球形、円筒形および軸の屈折補正を有していることを保
証するために、マーキングからの情報を用いることができる。所定の公差幅に従って間違
っているか、または、間違って位置決めされているか、のいずれかであるどのレンズも、
オペレータに警告を生じる。この警告は、手動の屈折デバイスの場合のオペレータ・エラ
ーを、または、自動デバイスの場合のシステム故障を、意味する。
【００２４】
　本発明の別の実施形態では、屈折補正の範囲または精度を拡張するために、上述した可
変屈折補正光学システムの２つまたはそれより多くを組み合わせることができる。例えば
、アルバレズ・レンズを、レンズ・ホイールまたはベルトの上に配置された一組の検眼レ
ンズと組み合わせて、より広い範囲の屈折力をカバーすることが可能になる。当業者であ
れば、上述したシステムの任意のものを容易に組み合わせて、屈折力の範囲を拡張する、
および／または、屈折力の分解能を向上させることができる。
【００２５】
　屈折異常データの取り扱い
　今日では、ほとんどの患者の屈折状態は、１つまたは複数の患者データベースに保存さ
れており、典型的には、屈折異常の球形および円筒形部分と、患者の両目に対する円筒形
部分の角度向きとを含む。当業者に知られている自動屈折技術を用いて、被験者である患
者のために屈折異常を視野測定システムに自動的に測定させるか、または、ネットワーク
またはそれ以外の手段により、患者データベースまたは記録システムから読み出すことが
、効果的であろう。あるいは、患者の記録が紙の上でのみ入手可能である場合には、オペ
レータは、視野計に屈折異常の値を手動で提供することができる。患者の屈折状態に関す
る知識を有すると、装置が、患者に視野測定のための刺激の適切に合焦されたビューを提
供するのに必要な（１つまたは複数の）球面レンズの球形に相当する屈折力を計算するこ
とができる。システムは、レンズ・システムを正しい屈折力に調整するために、例えば電
気モータなどのアクチュエータを用いることができる。自動球面レンズが正確な屈折力を
有しており、較正の範囲内に留まることを保証するために、フィードバック・システムを
用いることが望ましい場合がありうる。この装置は、患者の屈折異常が可変屈折補正光学
部品の範囲の外にあることを発見した場合には、所望の屈折力全体を達成するために、特
定の屈折力を有する追加的な屈折レンズをシステムに追加するように、オペレータに命令
することができる。これには、円筒形の屈折力をシステムに追加することも含まれる。上
述した手順によると、相当な時間を節約することになり、視野検査のために患者を準備す
ることに付随する間違いの危険性を低下させることになる。
【００２６】
　患者の屈折状態が自動屈折測定または患者の記録もしくはデータベースのいずれにも知
られていない場合には、視野測定装置に、可変屈折補正光学部品を用いて患者の屈折異常
を決定させることも、非常に効果的でありうる。例えば、視力のためのスネレン視力表の
ようなチャートを視野測定ボウルの内部に投影することができ、可変屈折異常補正のため
のレンズ・システムを、患者がスネレン・チャートを明確に見ることができるまで、視野
計またはオペレータのいずれかによって、調整することが可能である。当業者にとっては
、例えば、患者の網膜から反射した光を検出し、可変屈折補正光学部品を用いてゼロ化（
nulling）動作を実行することによって、患者の屈折異常を見つける他の方法を用いるこ
とは、明らかであろう。
【００２７】
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　患者に対するレンズの位置合わせ
　本発明の追加的な様相として、可変屈折補正が、器具全体とは別に、患者に従って物理
的に移動できることがある。上述したように、例えば視野計や眼位計など２～３の眼科機
器が、検査の間に屈折補正のために検眼レンズを用いる。検眼レンズを機器に固定的に取
り付けるのは、検査が行われる間に患者の頭部が移動する可能性があり、そのために、眼
が、レンズのクリア・アパーチャの外に移動してしまう、または、レンズの後方に離れす
ぎてしまう、という点で問題である。これは、誤差を含む検査結果を生じさせ、長時間に
及ぶ検査では特に問題である。この問題を回避するには、眼が検眼レンズに対して常に適
切な位置にあることを保証する、という方法がある。これは、位置合わせを維持するため
に、瞳孔追跡装置からの誘導に基づいて患者の頭部を移動させるか、または、器具全体を
移動させるか、のいずれかにより達成されてきた。しかし、これらの方法には、共に問題
がある。患者の頭部を移動させる場合には、移動がゆっくりでなければならず、そうでな
いと、検査の間に患者の集中が乱される危険性がある。更には、患者が、顎／ヘッド・レ
ストの移動に従わないこと、または、別の方向に移動してしまうことが多く生じる。位置
合わせが維持されるように器具全体を移動させることは、多くの場合、器具の重量のため
に、費用がかかり困難である。
【００２８】
　ここで、われわれは、レンズ・システムに対する患者の目の位置を検出することを提案
するが、頭部の動きに起因して何らかの相当なずれがある場合には、目の位置を再度中央
に揃えるために、レンズ・システムを移動させる。レンズ・システムに対する眼の位置は
、図１に示されているカメラ１０５によって収集された瞳孔の画像を解析することによっ
て提供することができる。この目的のためにデバイス内に追加的なカメラを設けることも
可能であり、このカメラを用いて、瞳孔の画像または異なる顔の特徴に対する光学部品の
画像を収集することも可能である。レンズに対する眼の位置情報を提供する追加的な方法
としては、患者の目がレンズに位置合わせされていることを確認しながら、カメラまたは
何らかの位置追跡のいずれかを用いて、可変屈折補正光学部品自体の位置を測定すること
がありうる。可変屈折補正光学部品１０１の患者に対する位置は、光学部品ホルダ１０６
に接続されたモータにより、プロセッサ１０３によって送られた情報と制御コマンドとに
基づいて、移動させることが可能である。本発明のこの様相は、可変屈折レンズ・システ
ムへの適用が可能であり、または、一般的に、視野テスタと組み合わせて用いられるどの
ような検眼レンズへの適用も可能である。器具全体とは独立してレンズ・システムを移動
させることには、いくつかの著しい効果が存在する。検眼レンズとそのホルダとは非常に
僅かな慣性しか有していないために高速かつ高い精度での移動が可能であること、患者は
移動するヘッド／顎レストを気にすることなく検査に完全に集中することができること、
そして、ヘッド／顎レストの動きに従おうとする患者にシステムが依存しないことである
。
【００２９】
　本発明の教示を組み入れている様々な実施形態が本明細書において示され詳細に説明さ
れてきたが、当業者であれば、これらの教示をやはり組み入れている多くの他の多様な実
施形態を容易に想到することができる。
【００３０】
　以下の参考文献を本願明細書に援用する。
米国特許文献
第３，３０５，２９４号
第５，０２４，５１９号
第５，１０４，２１４号
第５，１３８，４９４号
第５，２２０，３６１号
第５，３２３，１９４号
第５，４９１，７５７号
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第５，６６８，６２０号
第５，９５６，１８３号
第６，０４０，９４７号
第６，０５３，６１０号
第６，０６９，７４２号
第６，３６９，９５４号
第６，６１８，２０８号
第７，００８，０５４号
第７，３９３，０９９号
第７，４２３，８１１号
第７，５５３，０２０号
第７，５９４，７２６号
第７，７６８，７１２号
第７，７８９，０１３号
第７，８２６，１４６号
第７，８４１，７１５号
出願公開第２００４／００２１９１９号
出願公開第２００６／００７７５６２号
出願公開第２００６／０２５０６９９号
出願公開第２００８／０００７６８９号
出願公開第２００８／０００８６００号
出願公開第２００９／０２１３４７１号
出願公開第２０１０／００４５９３０号
出願公開第２０１０／００５３５４３号
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